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検診機関等の集団検診事業評価（案）について 

 

１ 根拠について 

 厚生労働省「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書（平成 20年）おいて、生活習慣病検診等

管理協議会が行った事業評価に基づき検診機関を事業評価することが都道府県の役割とされたこと。 

 

２ 評価の方向性 

 各検診機関等が実施したがん検診のプロセス指標及びチェックリスト実施率について評価する。 

（１）精検受診率 

  許容値に達していない検診機関がある場合に、改善を求める。 

（２）チェックリスト実施率 

  全ての項目が適正ながん検診実施のために取り組むことが望ましいことから、実施率 100％に努めるように求める。 

 

  

資料５ 
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検診機関等の集団検診事業評価（案） 

令和６年度 前年度 
【現状】 

 

１ 精検受診率について（令和４年度検診実施分） 

 ・ 予防医学協会の精検受診率は 92.2％で、目標値（90.0％以上）

に達している。 

 ・ 対がん協会の精検受診率は 91.5％で、目標値（90.0％以上）

に達している。 

 

 

 

２ 要精検率について（令和４年度検診実施分）  

 ・ 予防医学協会の要精検率は 2.9％で、許容値（3.0％以下）に

達している。 

 ・ 対がん協会の要精検率は 2.0％で、許容値（3.0％以下）に達

している。 

  

 

 

 

【現状】 

 

１ 精検受診率について（令和３年度検診実施分） 

 ・ 予防医学協会の精検受診率は 93.0％で、目標値（90.0％以上）

に達している。 

 ・ 対がん協会の精検受診率は 93.4％で、目標値（90.0％以上）

に達している。 

 

 

 

２ 要精検率について（令和３年度検診実施分）  

 ・ 予防医学協会の要精検率は 2.9％で、許容値（3.0％以下）に

達している。 

 ・ 対がん協会の要精検率は 0.6％で、許容値（3.0％以下）に達

している。 
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令和６年度 前年度 
３ がん発見率について（令和４年度検診実施分） 

 ・ 予防医学協会のがん発見率は 0.08％で、許容値（0.03％以上）

に達している。 

 ・ 対がん協会のがん発見率は 0.09％で、許容値（0.03％以上）

に達している。 

  

 

 

４ 陽性反応的中度について（令和４年度検診実施分） 

 ・ 予防医学協会の陽性反応的中度は 2.7％で、許容値（1.3％以

上）に達している。 

 ・ 対がん協会の陽性反応的中度は 5.4％で、許容値（1.3％以上）

に達している。 

  

 

 

５ がん検診事業評価のためのチェックリストの実施状況調査結果

（令和６年度実施分） 

 ・ 全検診機関等において、チェックリスト実施率 100％である。 

 

 

３ がん発見率について（令和３年度検診実施分） 

 ・ 予防医学協会のがん発見率は 0.09％で、許容値（0.03％以上）

に達している。 

 ・ 対がん協会のがん発見率は 0.04％で、許容値（0.03％以上）

に達している。 

  

 

 

４ 陽性反応的中度について（令和３年度検診実施分） 

 ・ 予防医学協会の陽性反応的中度は 3.0％で、許容値（1.3％以

上）に達している。 

 ・ 対がん協会の陽性反応的中度は 6.6％で、許容値（1.3％以上）

に達している。 

  

 

 

５ がん検診事業評価のためのチェックリストの実施状況調査結果

（令和５年度実施分） 

 ・ 全検診機関等において、チェックリスト実施率 100％である。 
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令和６年度 前年度 
 

【検診機関等の評価】 

（１） 精検受診率の向上について 

・ 精検受診率向上のため、精密検査の受診状況の把握等につい

て市町村との連絡を十分に行い、未受診者及び未把握者の減少

に御協力をお願いいたします。 

（２） 各がん検診事業評価のためのチェックリストの実施につい

て 

・ 今後ともチェックリスト実施率 100％となる事業の実施をお

願いいたします。 

 

 

【検診機関等の評価】 

（１） 精検受診率の向上について 

・ 精検受診率向上のため、精密検査の受診状況の把握等につい

て市町村との連絡を十分に行い、未受診者及び未把握者の減少

に御協力をお願いいたします。 

（２） 各がん検診事業評価のためのチェックリストの実施につい

て 

・ 今後ともチェックリスト実施率 100％となる事業の実施をお

願いいたします。 

 

 

 


